
 

10.1 運送施設の改正について 

  

日本郵便(株)信越支社郵便・物流オペレーション部は、昨日（9 月 25 日）「10.1 運

送施設の改正」について地方本部に説明してきました。 

この施策の趣旨は、同一車両によって運行可能な運送便を統合すること等により、

効率性を高めるために実施するものとしています。 

 

【施策概要】 

１．運送施設改正内容等 

  添付支社資料によりご確認ください。 

  なお、信越管内の関係局は次のとおりです。 

  関係局：新潟中央局、新潟局、長岡局、長野東局（４局） 

 

２．輸送情報システムの変更 

  支社において実施します。 

 

３．その他 

  この件の実施に伴う要員措置及び服務表の改正はありません。 

 

 

【労使対応】情報提供 
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